
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,411 4,569 4,669 4,849 4,898 4,942 5,099 
5,200 5,353 5,504 5,609 

5,774 
5,937 6,179 6,380 

6,621 

420,020 

418,308 

445,918 

455,296 

452,373 
449,076 

447,036 444,861 

442,547 440,158 440,162 437,636 
434,611 433,818 

429,604 
424,095 

長崎市の人口（人）長崎市と小榊地区の人口推移

木鉢町１丁目人口 木鉢町２丁目の人口 小瀬戸町の人口 神ノ島町１丁目人口 神ノ島町２丁目人口

神ノ島町３丁目人口 みなと坂１丁目人口 みなと坂２丁目人口 小榊地区人口 市全体人口

小榊地区の人口（人）

みなと坂

２丁目

１丁目

神ノ島町

３丁目

２丁目

１丁目

小瀬戸町

木鉢町

２丁目

１丁目

旧琴海町編

旧６町編入

平成 30年 9月 18日 長崎市小榊地域センター発行 小榊地域の人口等（H30 年８月末現在） 世帯数 2,548 世帯 人口 6,624 人（男 3,152 女 3,472） 

 

小榊地域センター所長の相川です！ 
     

小榊支所から小榊地域センターへと生まれ変わ 

りもうすぐ１年が経とうとしています。従来の 

の支所の業務に加えて、地域の相談の窓口とし 

て皆さんのお役に立つべく、日々まい進しております。 

 その一環として、今回この広報紙を創刊しました。今後定期

的にお役に立つ情報を載せていきたいと思いますので、ご希望

があれば小榊地域センターへ気軽にご相談ください！  

 また、地域の行事の様子など小榊地域センターホームぺー 

ジでも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

   小榊地域センターは、ここです！                         
 

住所：〒850-0077 長崎市小瀬戸町 1015 番地 7 
 

電話：095-865-0740 FAX：095-834-4002 

   

窓口時間：月曜～金曜 

（8：45～17：30） 

※祝日及び 

12月 29日～ 

１月３日を除く 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

長崎市では、昨年 29 年１０月に、これまでの支所・行政センターを地域センターと名称を変え、市民の皆さんや地域の代表の

方により近い窓口として生まれ変わりました。小榊地域センターでは、住民記録に関する証明、戸籍届などの届け出、証明などの

ほか、子ども、ひとり親、障害者、高齢者などの各種手続きも行うことができます。 

また、地域の皆さんの相談窓口としての機能も新たに加わりました。気軽に小榊地域センターへお越しください！ 

●小榊地区は、『小榊』という町名は無いのに、どうして、小榊地区とよばれるか知っていますか？  

 明治 31 年第 1次長崎市域拡張により、小瀬戸、木鉢両郷に神ノ島を合わせて小榊村が創設されました。その際に、小瀬戸の「小」、木鉢

の「木」、神ノ島の「神」から「小榊」としました。その後、昭和 13 年４月、第 3 次市域拡張により小榊村が長崎市に編入され、「小榊出張

所」が発足しました。戦後の昭和 22 年９月「小榊出張所」は、「小榊支所」に改められ、平成 29 年 10 月に、「小榊地域センター」となり

現在に至っています。                      

●小榊地区の人口は増加しています！ 

 小榊地区は、長崎市の人口が減少しているなか、みなと坂団地の開発もあり年々増加し、平成 15年４月末は 4,411 人だったのが、平成

30 年４月末は、6,621 人と約１.５倍になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Vol.1 創刊号！ 

こさかき 地域センターだより 

ねずみ 

島公園 



 

 

   

●おおよそ昭和 25年までの主な出来事をまとめました。続きは次号へ 

年代 出来事 

慶長 14年（1609年） 有馬晴信が蛮船焼討ちしたときに高鉾島

に陣を構える 

承応 2年（1653年） 平戸候松浦肥前守が幕命により高鉾島に

台場を築く 

元禄元年（1688年） 小瀬戸遠見番所が設けられる 

享保元年（1716年） 海上密貿易を監視させるため木鉢浦迭船

見送番所を置く 

文化 5年（1808年） 神ノ島に砲台を設けて守備兵を置き、小

瀬戸遠見番所に大砲を備える 

天保 13年（1842年） 池之神社建立 

嘉永 6年（1853年） 佐賀藩が神ノ島に洋式砲台を建造して大

砲を備える 

慶応 2年（1866年） 大悲堂が中国から払い下げられる 

明治 4年（1871年） 廃藩置県の結果、長崎県が置かれる 

明治 5年（1872年） 木鉢郷、小瀬戸郷は長崎県第1大区第11

小区と称され、神ノ島は神ノ島名と称す 

明治 11年（1878年） 長崎県郡区町村編成法の公布により大

小区制が廃止され、郡制が設けられた。 

明治 13年（1880年） 神ノ島村発足 

明治 14年（1881年） 神ノ島教会建立（木造） 

明治 15年（1882年） 浦上淵村発足 

明治 17年（1884年） 長崎県西彼杵郡瓊浦学区淵小学校木鉢

分校と神ノ島分校が開校 

明治 22年４月（1889年） 町村制施行とともに浦上淵村と神ノ島村

が合併し、西彼杵郡淵村が発足 

明治 30年（1897年） 神ノ島教会再建（レンガ造り） 

明治 31年 10月 淵村が３市村に分割され、小榊村として分

立（小瀬戸郷、木鉢郷の一部、神ノ島） 

明治 36年（1903年） 長崎遊泳協会により、ねずみ島遊泳道場

が開かれる 

大正 14年 9月（1925年） 万屋町の事代主神社が木鉢神社として移

転される 

昭和 9年 4月 神ノ島愛児園が開設 

昭和 13年 4月 小榊村が長崎市の一部となる。小榊出張

所発足 

昭和 13年 6月 木鉢教会聖堂建立 

昭和 15年 10月 池之神社建替え 

昭和 22年 4月 市立木鉢中学校開校（市立西泊中学校の

前身） 

昭和 22年 9月 小榊出張所を小榊支所に改める 

昭和 24年 聖フランシスコ・ザビエル渡来 400周年を

記念して神ノ島に岬のマリア像が建てら

れる 

昭和 25年 4月 西彼杵郡福田村大浦郷網場ノ脇が長崎

市小瀬戸町に編入 

※続きは次号をお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小榊地区の主な行事 開催日 場所等 

小榊小学校育友会秋祭り 10月中旬 小榊小学校 

小瀬戸町連合自治会レクリエ

ーション大会 

11月 3日 ねずみ島公園 

木鉢くんち 11月 3日 木鉢神社 

ベイサイドマラソン 11月 18日   

親子もちつき大会（けん玉、

折り紙教室） 

12月上旬 小榊小学校 

成人式 1月 3日 小榊地域センター２F 

ねずみ島泳ぎ初め式 1月 3日 ねずみ島 

小榊地区消防出初式 1月 7日 小榊地域センター２F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

豆知識 小榊地区の歴史  

地域のみなさんのご意見をお寄せください！ 
『こさかき地域センターだより』では、今後地域の行事の様子や

お役立ち情報を掲載して行きたいと考えています！   

 
 
 
ここでは、小榊地域センターの窓口で、証明等の交付の際によく見

受けられる事例について、お役立ちメモとして取り扱いました。 
初回は、窓口の利用が多い、住民票の写し、戸籍等の請求時の注意点
をまとめてみました。 

証明      内 容 等 請求できる方 

住民票

の写し 

住民票の写しは、長崎市に住民登録

されている方の居住関係を証明する

ものです。 

世帯の全員について証明するもの

と、世帯の一部について証明するもの

があります。 

 なお、転出や死亡などで消除された

住民票は「除票」となり、消除された

日から 5年間保存されます。 

住民票の写しに記

載されている本人、

または同一世帯の方 

 

※その他の方は、親

子であっても委任状

が必要です！ 

 

ここに

注意！ 

・住民票の写しには、本籍地、続柄、マイナンバー、住民票

コードの記載を選択することができますが、提出先によって

必要な場合と逆に記載があってはならない場合があります。 

同じ世帯の方に住民票の写しの交付を依頼する場合は、用途

や本籍地、続柄などの有無をしっかり伝えましょう。 

・マイナンバー、住民票コードが記載された住民票の写しの

交付の際には、顔写真が入った運転免許証などの身分証明、

持たない場合は、健康保険証などの公的機関が発行した証明

書ともう１点の証明が必要になります。 

戸籍謄

本、戸

籍抄本 

戸籍は、国民の出生・婚姻等の身分関

係を証明するものです。 

戸籍謄本とは、戸籍内の全員分の証

明、抄本とは戸籍内の一部の人の証明

です。 

※長崎市以外に本籍のある方の戸籍

謄本、抄本は、本籍地のある市区町村

への請求になります。  

戸籍に記載された

本人、配偶者、また

は直系尊属（父母、

祖父母等）・卑属（子、

孫）の方 

 

※その他の方は、同

居であっても委任状

が必要です！ 

ここに

注意！ 

・戸籍の謄本か抄本かは、提出先によって変わってきます。 

また、「謄本」と呼ばれるものには、住民票の写しもありま

すので、提出先から来た文書等を参考までにお持ちいただく

と取り直しが少なくなります。 

・死亡された方の件で、金融機関や保険会社に戸籍謄本など

を提出する際は、戸籍謄本だけでなく婚姻後の戸籍や一生戸

籍が必要な場合がありますので、どのような戸籍が必要かを

詳しく確認しましょう。 

・戸籍の交付の際には、顔写真が入った運転免許証などの身

分証明、持たない場合は、健康保険証などの公的機関が発行

した証明書ともう１点の証明が必要になります。 

※次回以降もよくある窓口の手続きの注意点を掲載していきます！ 

 

 

窓口お役立ちメモ 

小榊地区の下半期の行事 


